
技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 

 

平成20年4月30日 

 

１ 現状 

 ⑴ 職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ 
 

岩  手  町 民     間 

区 分 職員数 

  (人)  

平均年齢 

  (歳)  

平均給与月額

(Ａ)  (円)

 対応する民間

 の類似職種 

平均年齢 

  (歳)  

平均給与月額

(Ｂ)  (円)

Ａ／Ｂ

全  体 10 50.3 354,515  － － － － 

用務員 7 48.3 330,072 用務員 53.9 227,200 1.45 

運転手 2 58.0 392,988 自家用自動車運転手 48.9 218,400 1.80 

 

調理員 1 49.7 ―※1 調理士 42.3 221,400 ―※1

※ 職員数が１人の職種については、個人が特定されることから給与月額等の公表は差し控えます。 

※ 「平均給与月額」とは、平成19年４月分として支給すべきものであり、年間の平均支給額を表す

ものではありません。 

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成16

年～平成18年の3ヶ年平均） 

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完

全に一致しているものではありません。 

 

 ⑵ 年齢別職員数 
 

20歳 20歳 26歳 31歳 36歳 41歳 46歳 51歳 56歳 60歳

 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 

 区 分 

未満 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 以上

全体（人）    1  2 2 2 3  

用務員    1  2 1 2 1  

運転手         2  

 

調理員       1    

 

 ⑶ その他給与に関する事項 

  ア 給料表 

    行政職給料表(二)適用 

  イ 技能労務職員に係る特殊勤務手当 

    なし 

  ウ 昇給基準 

    毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号給（57歳を超える場合は２号給）を基準とし



て昇給 

 

２ 基本的な考え 

  技能労務職員については、民間委託、非常勤嘱託員の活用により、原則不補充とします。 

  給与については、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間の同種の職種に従事する者を参考に、適正な

給与制度・運用となるよう努めます。 

 

３ 具体的な取組内容 

  技能労務職員については、平成16年10月に策定した行財政改革プログラム「アクションプラン2004」に基

づき、定員適正化計画において退職不補充としており、現在、新規の採用は行っておらず、今後も継続しま

す。 

  学校給食センターの調理業務を平成19年４月から民間委託し、調理員については、用務員に配置換えを実

施し、また、平成19年４月に用務員から行政職への転任を行いました。今後とも民間委託、非常勤嘱託員の

活用を推進します。 

  給与については、平成18年の給与構造の改正により給与水準の引下げを実施しており、引き続き適正な給

与制度・運用となるよう努めます。 

 


